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教育的愛情・情熱 

・一人一人の生命や身体の安全を確保す
るとともに、個性や思いを大切にする
気持ちをもっている。 

・教員になる覚悟をもち、児童生徒を成長
させよう、自立させようとする強い意欲
をもっている。 

・一人一人の生命や身体の安全を確保するとともに、個性や思いを受けとめ、積極的に児童生徒に関わっている。 
 
 
・児童生徒を成長させようとする強い意欲をもち、一人一人の成長を喜びに感じながら、職責を果たしている。 
 
・児童生徒が、自立し、社会参加ができるように、主体的に取り組もうとしている。 

向上心・向学心 
教員として必要な資質・能力を身に付け
るために、学ぶ意欲と志をもち、自ら学ん
でいる。 

主体的に研修に参加したり、先輩教員にアドバイスを求めたり、同僚と意見交
換をしたりしながら、自ら研鑽に努めている。 

指導的な立場と責任を自覚し、自己の課題に応じて研修に参加したり、後輩教員にアドバイス
をしたり、研修を企画・運営したりしながら、職員相互に研鑽し合っている。 

教育の動向を踏まえて、研修を企画・運営し
たり、研修の中で指導助言をしたりしなが
ら、職員相互に研鑽し合っている。 

社会性・協調性 

・社会に出るために必要な挨拶や言葉遣
い、身だしなみを身に付けている。 

  
・他者との関わりやコミュニケーション
の基礎・基本を身に付けている。 

・社会人として必要な挨拶や言葉遣い、身だしなみを身に付け、相手や場に応
じた言動をとっている。 

 
・相手の立場に立った関わり方やコミュニケーション力を身に付け、同僚や保
護者と良好な人間関係を築いている。 

・立場に相応なふるまいや身だしなみを身に付け、目的や相手、場に応じた言動をとっている。 
 
 
・相手の立場を尊重した関わり方やコミュニケーション力を身に付け、同僚や保護者、地域の
人々と良好な人間関係を築いている。 

・職責や立場を自覚した適切な言動をとって
いる。 

 
・様々な人々の立場を尊重し、職員や保護者、
地域、異校種等の人々と良好な人間関係を
築いている。 

人権認識・人権感覚 

・社会にある人権問題、学校における人権
教育の必要性等について理解している。 

 
・人権問題や人権侵害に気付き、当事者 
の心情を推し量ろうとしている。 

 
・障がい者理解を深め、共生社会の実現の
重要性を理解している。 

・特定職業従事者としての自覚をもち、「人権教育指導の手引き」に記されてい
る人権教育の現状や課題、人権に関する法律等について理解している。 

 
・社会にある人権問題や、学級・学年内外における人権侵害に気付き、当事者
の心情を推し量ったり、個々の多様性を受け入れたりしながら、主体的に問
題の解決を図ろうとしている。 

・「ふくせき制度」や交流及び共同学習等の意義や重要性を理解し、主体的・協
働的に取り組もうとしている。 

・特定職業従事者としての自覚と責任をもち、「人権教育指導の手引き」に記されている人権
教育の現状や課題、人権に関する法律等について理解している。 

 
・社会にある人権問題や、学年・学校内外における人権侵害に気付き、当事者の心情を推し量
ったり、個々の多様性を受け入れたりしながら、主体的・協働的に問題の解決を図ろうとし
ている。 

・「ふくせき制度」や交流及び共同学習、地域との交流等の意義や重要性を理解し、意図的・計
画的に取り組もうとしている。 

・特定職業従事者として強い自覚と責任をも
ち、人権に関する法律、国及び市の動向や
取組等について理解している。 

・社会にある人権問題や、学校・地域内外に
おける人権侵害に気付き、主体的・協働的
に問題の解決を図ろうとしている。 

・すべての人々の多様性を尊重する共生社会
の実現を推進している。 

法令遵守・ 

体罰等の不祥事根絶 

・社会生活において法令を遵守するとと
もに、教育公務員の服務に関する法令
等を遵守することの重要性を理解して
いる。 

・体罰をしない覚悟をもち、体罰によら
ない指導方法について理解している。 

・教育公務員としての自覚と誇りをもち、服務に関する法令や規則・規程を
遵守している。 

 
・体罰をしない覚悟を強くもち、体罰根絶に向けて、体罰によらない指導方
法を実践している。 

・教育公務員の服務に関する法令や規則・規程等について職員への啓発を行いながら、不祥
事を生み出さない職場の環境づくりを推進している。 

 
・体罰根絶に向けて、体罰を起こさせない環境づくりや体罰によらない指導方法を組織的に
推進している。 

・信頼される学校づくりに向けて、覚悟を
強くもって不祥事根絶を推進している。 

 
・体罰を決して許さない学校づくりに向け
て、覚悟を強くもって体罰根絶の取組を
推進している。 
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学習指導力 授業構想 

・カリキュラム・マネジメントについて理
解している。 

 
・学習指導要領の各教科等に関する内容を
理解し、単元や１単位時間の指導計画を
立案することができる。 

 
・配慮を要する児童生徒の個別の指導計画
の意義や重要性について理解している。 

・教科横断的な視点や人的・物的資源等の活用を理解し、学年の実態に応じて年
間指導計画を立案することができる。 

 
・「授業改善の手引き」を基に、単元や１単位時間の指導計画を立案することが
できる。 

 
 
・配慮を要する児童生徒の個別の指導計画を作成することができる。 

・調査やデータに基づき、教育課程を編成・実施・
評価・改善するＰＤＣＡサイクルを確立すると
ともに、学校の年間指導計画を立案することが
できる。 

・児童生徒の実態に即した効果的な手だてを位
置付けた指導計画を立案するとともに、後輩教
員にアドバイスをすることができる。 

・個別の指導計画を作成し、組織的・継続的に
改善を図ることができる。 

・カリキュラム・マネジメントの確立につい
て、職員に対して的確に指導助言をするこ
とができる。 

 
・指導計画の立案について、職員に対して的
確に指導助言をすることができる。 

 
・個別の指導計画の作成と改善について、職員
に対して的確に指導助言をすることができ
る。 

・自校や地域の特色をとらえ、カリキュラム・
マネジメントを推進することができる。 

 
 
・授業構想の在り方について、職員に指導助言
を行い、授業構想力を高めることができる。 

 
・個別の指導計画の作成と改善について、職
員に指導助言を行い、個別の指導計画の質
を高めることができる。 

授業展開 

指導技術（発問や板書等）の基礎・基本を
理解し、１単位の授業を展開することが
できる。 

指導技術の基礎・基本を身に付け、児
童生徒の実態に応じた授業を展開する
ことができる。 

児童生徒の意欲や理解に応じて、考
えの違いやよさを生かす等の工夫を
しながら、授業を展開することがで
きる。 

新たな視点に気付かせる等の手だてを工夫しな
がら、深い学びを具現化するとともに、後輩教
員にアドバイスをすることができる。 

授業展開の在り方について、職員に対して的
確に指導助言をすることができる。 

授業展開の在り方について、職員に指導助言
を行い、授業展開力を高めることができる。 

評価・改善 
学習評価の意義と方法について理解し、
一人一人の学習状況を把握する手法を身
に付けている。 

一人一人の学習状況を的確に把握する
ことができる。 

一人一人の学習状況を的確に把握
し、授業改善を図ることができる。 

指導と評価の一体化を図り、継続的に授業改善
を図るとともに、後輩教員にアドバイスをする
ことができる。 

評価や授業改善について、職員に対して的確
に指導助言をすることができる。 

学校全体の評価や授業改善を推進すること
ができる。 

ICT活用 

・各教科等の特質に応じた ICT の効果的
な活用法を理解し、授業設計に生かし
たり、教材等を作成・提示したりするこ
とができる。 

・ICT 活用や情報モラル等に関する指導
の重要性を理解している。 

・各教科等の特質や学習過程を踏まえて、一斉学習や個別学習、協働学習で ICT
を日常的、効果的に活用して、授業を展開することができる。 

 
・児童生徒が ICT を活用して効果的に学習を進めることができるよう指導する
とともに、情報モラル等について指導することができる。 

・児童生徒の実態に即して、ICT を日常的、効
果的に活用して、授業を展開することができ
る。 

・児童生徒の ICT 活用を指導することや情報
モラル等に関する指導を行うとともに、後輩
教員にアドバイスをすることができる。 

・ICT の効果的な活用について情報共有を行
うとともに、職員に指導助言をすることが
できる。 

・児童生徒の ICT 活用や情報モラル等に関
する指導の重要性について、職員に指導助
言をすることができる。 

・ICT の効果的な活用について職員に指導助
言を行い、全職員の ICT 活用指導力を高め
ることができる。 

・児童生徒の ICT活用や情報モラル等に関す
る指導の重要性について、職員に対して的
確に指導助言をすることができる。 

生徒指導力 

児童生徒理解 

一人一人の特性や個性を把握することの重
要性を理解し、その手法を身に付けている。 

一人一人の特性や個性を共感的に理解
することができる。 

客観的な調査等を活用しながら、一
人一人の特性や個性を多面的・共感
的に理解することができる。 

カウンセリング技法等を活用しながら、一人 
一人の特性や個性を多面的・共感的に理解する
とともに、後輩教員にアドバイスをすることが
できる。 

児童生徒理解の在り方について、職員に対し
て的確に指導助言をすることができる。 

学校全体の児童生徒理解の質を高め、全職員
による共通理解を推進することができる。 

児童生徒指導 

・個や集団を指導する手法（指示や褒め
方・叱り方等）を身に付けている。 

 
 
・学級経営の基礎・基本を理解している。 
 
 
・諸問題への組織的な対応の重要性を理
解し、その手法を身に付けている。 

・指示や褒め方・叱り方等を身に付け、
個や学級集団に応じた指導をするこ
とができる。 

 
・児童生徒が安心して過ごせる学級経
営を行うことができる。 

 
・学級内での諸問題に対して、報告・
連絡・相談を行いながら、組織的に
問題を解決することができる。 

・一人一人のよさを引き出しながら、
個や学級集団に応じた指導をする
ことができる。 

 
・互いに認め合い、高め合う学級経営
を行うことができる。 

 
・学級・学年内での諸問題に対して、
早期発見・早期対応に努め、組織的
に問題を解決することができる。 

・意図的に一人一人のよさを引き出しながら、
個や学年・全校集団に応じた指導をすること
ができる。 

 
・各学級のよさを生かしながら、学年経営を行
うことができる。 

 
・学年・学校内における諸問題の未然防止に努
め、関係機関と連携しながら、組織的に問題
を解決することができる。 

・個や集団に応じた指導の在り方について、
職員に対して的確に指導助言をすること
ができる。 

 
・学級経営や学年経営について、職員に対して
的確に指導助言をすることができる。 

 
・諸問題の未然防止に努め、継続的に関係機
関と連携しながら、組織的に問題を解決する
ことができる。 

・個や集団に応じた指導の在り方について、
職員に指導助言を行い、生徒指導力を高め
ることができる。 

 
・全校的な視野から学級経営や学年経営を推
進することができる。 

 
・諸問題に対する未然防止対策を講じるととも
に、意図的・計画的・継続的に関係機関と連
携しながら、問題を解決することができる。 

組織参画力 

組織運営力 

 

学校組織の理解と

参画・運営 

学校組織や校務分掌について理解している。 学校組織への参画意識をもち、自分に
任された職務を確実に遂行することが
できる。 

学校組織への参画意識を強くもち、
主体的に自分の職務を遂行すること
ができる。 

学校組織を円滑に運営するため、同僚と協働
し、課題を改善しながら、職務を遂行すること
ができる。 

学校組織を円滑に運営するため、計画的・協
働的に職務を遂行するとともに、職員に対し
て的確に指導助言をすることができる。 

学校組織を円滑に運営するため、計画的・協
働的な職務遂行を推進することができる。 

危機管理 

・危機を予測し、未然防止の在り方につい
て理解している。 

 
・危機管理の重要性を認識するとともに、
危機発生時の対応の在り方について理
解している。 

・危機を予測し、未然防止を図ることができる。 
 
 
・学級・学年内外における危機発生時に、状況に応じて先輩教員に指示を仰ぎな
がら、危機を回避することができる。 

・関係機関と連携して、学校の危機管理体制を整備することができる。 
 
 
・危機発生時の状況を把握し、的確に指示を出しながら、危機を回避することができる。 

・継続的に関係機関と連携して、学校の危機
管理体制を整備することができる。 

 
・危機発生時の状況を把握し、的確に指示を
出しながら、危機を回避することができる。 

保護者や地域・

関係機関等との

連携・協働 

保護者や地域等と連携・協働した「共育」
の重要性を理解している。 

日頃から保護者と密に連絡をとった
り、地域に関わったりしながら、教育
活動を推進することができる。 

保護者や地域・関係機関等との信頼
関係を築きながら、教育活動を推進
することができる。 

保護者や地域・関係機関、近隣校（保幼小中特高）とのネットワークを構築し、連携・協働し
た教育活動を推進することができる。 

保護者や地域・関係機関、近隣校（保幼小中
特高）とのネットワークを構築し、連携・協
働した教育活動を推進することができる。 

    充 実 期 発 展 期 ① 深 化 期 

児童生徒の ICTを活用を指導 

教員が ICTを活用して指導 


